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１【提出理由】

日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の運用に関する基本方針が以下のとおり

変更されますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項

及び同条第2項第3号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

（１）変更の理由

本投資法人が資産の運用を委託する三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社（以下「本資産運用会社」と

いいます。）の2024年10月28日開催の取締役会において、本投資法人が投資対象とする物流施設の規模及び投資額に

関する投資態度の一部を変更し、規模の下限を引き下げ、投資額の下限を撤廃することで、より物件取得の選択肢の

幅を広げることを目的として、本投資法人の運用の方針等について定めた本資産運用会社の運用ガイドラインの変更

について決議が行われたことに伴い、本投資法人の運用に関する基本方針が2024年10月28日付で変更されるもので

す。

 

（２）変更の内容についての概要

2024年4月26日付で提出された有価証券報告書の「第一部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方

針　（１）投資方針」の一部が2024年10月28日付で以下のとおり変更されます。

なお、特に断らない限り、2024年4月26日付有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有

するものとします。

＿＿＿＿の部分は変更箇所を示します。

 

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

２　投資方針

（１）投資方針

（中略）

 

②投資態度

（中略）

 

（イ）取得方針

（中略）

 

b.　重点評価項目

（中略）

 

ⅲ.　規模

原則として、延床面積3,000㎡以上の施設とします。

（中略）

 

c.　ポートフォリオ構築

（中略）

 

ⅲ.　投資額

・1物件当たりの取得価格（税金を含む必要費用を除きます。）は、原則としてポートフォリオ全体の40％

以内とします。(※)

・合理的な市場価格に基づいて取得するものとします。また、利害関係者（注1）から取得する場合の取得

価格（税金を含む必要費用を除きます。）は、不動産鑑定士による鑑定評価額又は価格調査の金額（注

2）以下とします。

(※)「・1物件当たりの取得価格（税金を含む必要費用を除きます。）は、原則として10億円以上としま

す。」の全文を削除。

（後略）

 

（３）変更の年月日

2024年10月28日
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